
お 知 ら せ 

 

２月１日の麓山地区立体駐車場の供用開始に伴い、 

中央公民館駐車場は、公民館を利用される方のうち、託児室を

利用される方、おもいやり駐車場利用証をお持ちの方、

車いすを使用される方、送迎用バス等の専用の駐車場へ

と変更いたします。 

一般利用の方の駐車を禁止しますので、麓山地区立体駐車場

をご利用ください。 

 

また、中央公民館西側駐車場は、公用車及び搬入車専用

といたします。 

 

なお、多目的ホールへ荷物等を搬入される場合は、打合せ時に

ご相談願います。 

 

おもいやり駐車場については、従前とおりご利用可能です。 

 

令和５年１月 25日 

中央公民館長 


